
東京電力福島第一原子力発電所事故に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関 

し、参議院での付帯決議を実行あらしめるために立法措置を求める会長声明 

   

１ ２０１１年（平成２３年）３月１１日に発生した東日本大震災に伴う東京

電力福島第一原子力発電所の放射性物質放出事故（以下「本件原発事故」と

いう。）から、すでに２年３ヶ月が経過しようとしている。 

  未だに５万人以上の被災者が福島県外に避難している。また、放射線量が

高いにもかかわらず、１９５万人以上の被災者が福島県内での生活を余儀な

くさせられている。さらに、福島県のみならず、その他の地域においても深

刻な放射能汚染による被害を及ぼしている。本件原発事故による被害は、現

時点においてもその全容が明らかではなく、これがいつまで続くか計り知れ

ない深刻かつ広範なものである。大阪府内にも故郷からの退去を余儀なくさ

れた多くの被災者が避難しており、平成２５年５月２日現在、１９４７名の

方が避難をされている（関西広域連合発表）。 

  このような状況において、本件原発事故の損害賠償請求権につき３年間の

短期消滅時効（民法第７２４条前段）が適用されるとなれば、本件原発事故

の被害者に残された時間はわずか９ヶ月余りしかなく、多くの被害者が、先

の見えない生活の最中に、損害賠償請求の法的手続をとらざるを得ない状況

に追い込まれることになるが、このような事態は著しく正義に反する。 

２ 今国会において、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子

力紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断に関する法律（以

下「特例法」という。）」が成立した。この特例法は、前記紛争解決センター

への和解仲介手続が打切りとなった場合、手続打切りの通知を受けた日から

１ヶ月以内に裁判所に訴訟を提起すれば、和解仲介申立時に訴えを提起した

ものとみなすことで時効中断を認めるものであり、その限りで評価できるも

のである。 

しかし、文部科学省によると、和解仲介手続申立ては約１万８千人だけで、

福島県の避難者約１５万２千人の１２％にすぎず、未曾有の被災者・避難者

の数に比してごく一部にとどまっているのであって、被災者・避難者の救済

としてはきわめて不十分である。しかも、時効中断は和解仲介申立てをした

損害項目に限られているため、申立外の損害項目には中断効は及ばない。ま

た、手続き打ち切りの通知を受けた日から１ヶ月以内に訴えを提起しなけれ

ばならないという点も、被災者・避難者に対し、事実上不可能を強いること

になる。したがって、本件原発事故の損害賠償請求権に対しては、３年の短

期消滅時効は適用すべきではない。 

３ 他方、本件原発事故について、不法行為のときから２０年間の経過により



損害賠償請求権が消滅するという除斥期間や１０年間の債権消滅時効（民法

第７２４条後段、同法第１６７条第１項）も、適用されるべきではない。 

  現時点では、原発事故と健康被害との関係について、放射線による健康被

害がいつの時点でどのように出現するか一致した科学的な知見は確立してい

ない。チェルノブイリ原発事故では、発生後２５年が経過した後も、新たな

被害が発生し続けている事実が報告されているのである。 

そのような中で、上記除斥期間や消滅時効が適用されると、本件原発事故

から２０年経過後に発生する被害は、賠償されないことにもなりかねず、著

しく正義に反することになる。 

  この点について参議院が、特例法の成立に際し、平成２５年度中に短期消

滅時効・除斥期間に関して、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること

を附帯決議したことは極めて適切である。 

４ よって、当会は、国に対し、参議院での上記附帯決議を実行あらしめるた

めに、原子力損害賠償請求権について、３年間の短期消滅時効（民法第７２

４条前段）が適用されないとする更なる立法措置を速やかに講ずることを求

めるとともに、２０年間の除斥期間や１０年間の債権消滅時効（民法第７２

４条後段、同法第１６７条第１項）についても、別途適切な立法措置の検討

に着手することを求める。 
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